
◎ 有料職業紹介事業に関わる明示事項 

職業安定法第３２条の１３の規定に基づき、取扱職種の範囲等を次のとおり明示します。 

取扱職種の範囲等の明示 

求人者のみなさまへ 
 

株式会社 IMAGICA GEEQ 
 
取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲 
当社の取扱業務範囲は、専門的・技術的職業、管理的職業、事務的職業、販売の職業です。 
取扱地域は全国です。 
 
手数料に関する事項 
・ 求人受付及び求職受付の際は、一切申し受けません。 
・ 就職が決定しましたら、紹介手数料として、当該求職者の年間賃金の 40％を限度とする額を申し受けま

す。 
・ 特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索の場合は、求人企業より、着手金として

100,000,000 円、面接成立時の中間金 10,000,000 円、活動１日あたり 150,000 円を、就職が決定しま

したら、紹介手数料として、当該求職者の年間賃金の 100％を限度とする額を申し受けます。 
 
返戻金制度に関する事項 
当社は、返戻金制度を設けております。 
・入社日から一定の期間内に、求職者が本人の責めに基づく解雇又は自己都合により退職したときは、求人 
者より受領した紹介手数料の一部を返還いたします。 
 
求人者情報の取扱に関する事項 
求人者の情報は、職業紹介事業に係るものに限ります。 
 
個人情報の取扱に関する事項 
取扱者は、個人の情報に関して当該情報の本人から情報の開示の請求があった場合は、その請求に基づき本

人が有する資格や職業経験等客観的事項に基づく情報の開示を遅滞なく行います。さらに、これに基づき訂

正の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行います。 
 
苦情処理に関する事項 
苦情の申出があった場合は、職業安定機関及び他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、迅速かつ適切に処

理することとし、その結果については申出者に通知します。 
 
各種取扱者、責任者 
求人者情報・個人情報の取扱者、並びに苦情処理の責任者は下記のとおりです。 
東京：職業紹介責任者 菅原 芳樹 
大阪：職業紹介責任者 藤本 裕樹 
 
なお、労働者の賃金については、労働基準法第 24 条により、労働者に直接お支払いください。 
その他、本所の業務についてご不明な点は、係員におたずねください。 

以上 
 


